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本文中の「近畿圏」「首都圏」「中部圏」は、特にことわりのない限り、次の区域を示す。 

近畿圏：福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

首都圏：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 

中部圏：富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県 

 

特にことわりのない限り、図表中の「S」は昭和を、「H」は平成を、「R」は令和を示す。 

本資料に記載した地図は、我が国の領土を網羅的に記したものではない。 

 
 

この文書は、近畿圏整備法（昭和 38 年法律第 129 号）第 17 条第 3 項

の規定に基づき、前年度における近畿圏整備計画の実施に関する状況

について公表を行うものである。 
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Ⅰ 近 畿 圏 整 備 計 画 の 概 要  

 

近畿圏整備計画（第６次）は、首都圏と並ぶ我が国の経済、文化等の中心としてふさわし

い近畿圏の建設とその秩序ある発展を目的とする近畿圏整備法（昭和 38年法律第 129号）

に基づき、平成 28年３月に策定された。 

この計画の対象区域は、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び

和歌山県であり、計画の期間は、おおむね 10 箇年間（ただし、施設の整備計画に係る部分

はおおむね５箇年間）である。 

 また、この計画は長期的かつ総合的な視点から今後の近畿圏整備の方向を示すものであり、

民間の諸活動に対しては誘導的役割を果たし、関係行政機関及び関係地方公共団体に対して

は、近畿圏の整備に関する諸計画及び諸施策の指針となるものである。 
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【近畿圏整備法における政策区域】 

近畿圏整備法においては、近畿圏の建設とその秩序ある発展を図るため、「既成都市区域」、

「近郊整備区域」、「都市開発区域」、「保全区域」といった政策区域を定めている（図表 1-1）。 

近畿圏は、北は日本海、南は太平洋に面し、豊かな自然に恵まれ、日本有数の多雨地帯で

ある大台ヶ原、我が国最大の湖である琵琶湖を有している。また、京阪神都市圏等の比較的

狭い地域に都市・交通・産業が高密度に集積する一方、日本海側や紀伊半島などに過疎地等

を含む地域も抱えている。 

また、近畿圏の特徴としては、歴史が深く息づき、個性的で多様な地域を有していること

や産業等の諸機能の集積が進んでいること、我が国を牽引する最先端の技術力を有すること、

アジアとのつながりが深いこと、人と自然のつながりが深いことが挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表1-1 

 

近畿圏の政策区域 

 

滋賀県 

京都府 

大阪府 

兵庫県 

三重県 奈良県 

和歌山県 

福井県 
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【近畿圏の人口】 

 我が国の人口は平成 20年（2008年）を頂点に減少を始め、本格的な人口減少社会を迎え

た。近畿圏の人口についても既に減少に転じており、今後も減少が続くと見込まれる。また、

生産年齢人口についても平成７年（1995年）をピークに減少が続いており、今後も減少が続

くと見込まれる。一方、65 歳以上の高齢者人口の割合は増加傾向であり、2045 年には近畿

圏の総人口のうち、38％を占めると見込まれる（図表 1-2）。 

 

 

 
注１：平成27年までの実績値は、年齢等不詳分をあん分した人口 

注２：推計値は出生中位・死亡中位 
注３：生産年齢人口とは生産活動の中心となる15歳～64歳の人口を指す。 
資料：平成 7年～平成 17年は国立社会保障・人口問題研究所、平成 22、27年は「国勢調査」（総務省）、平成 30年は「人口推計」（総務省）、

令和２年以降の推計値は「日本の地域別将来推計人口（全国）（平成30年３月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）を基に国土交通
省都市局作成 
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図表1-2 近畿圏の人口推移 
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Ⅱ 平 成 ３ ０ 年 度 に お け る 計 画 の 実 施 状 況 

 

近畿圏整備計画において近畿圏が目標とする５つの将来像ごとに、計画の実施状況を概 

観する。 

 

１．アジアのゲートウェイを担い、我が国の成長エンジンとなる圏域 

 

（目指す姿） 

 ○アジアを中心に世界との活発な経済的・人的交流を通じ、我が国の経済の中核として成

長し、スーパー・メガリージョンの一翼を担う圏域。 

○大学、民間企業や国立研究開発法人等の研究機関、関西文化学術研究都市等の研究開発

拠点及び知の交流拠点の連携を進め、バランスのとれた第２次産業の蓄積をいかし、我

が国の成長を牽引する次世代産業が健康・医療産業等の分野で次々と生まれる圏域。 

○グローバルニッチ企業や新たなビジネスモデルを展開する企業が生まれ、成長していく

圏域。 

○世界の人々を惹きつける長い歴史・伝統文化を強みとした観光誘客により我が国の成長

を牽引する圏域。 

○次世代につながる産業を生み出し、東京との対峙ではなく世界を見据え、我が国のなか

でもチャレンジングである成長エンジン圏域。 

○西日本の圏域と連携し、日本海・太平洋の２面活用による利点もいかしながら、アジア

を中心とした世界のゲートウェイとしての地位を築く圏域。 

 

（経済・貿易等に関する状況） 

  近畿圏の経済を俯瞰すると、平成 28年度の近畿圏のＧＤＰは 92.8兆円、全国のＧＤＰ

に対する近畿圏のシェアは 17.4％であり、我が国の経済において重要な位置を占めてい

る（図表 2-1-1）。 

海外との交流に着目すると、国際的な企業立地では、近畿圏に所在する外資系企業数は

230社前後で推移している（図表 2-1-2）。国際的な人的交流の状況では、近畿圏の大学等

で学ぶ外国人留学生の数は平成 25年度の 3.0万人から平成 30年度の 5.3万人に、近畿圏

に本社を置く企業に就職する外国人留学生の数は平成25年の約1,800人から平成30年の

約 4,300人に、それぞれ増加している（図表 2-1-3）。 

近年の近畿圏の貿易額は、30兆円前後で推移しており、このうちアジア向けのシェアは

６割以上であり、成長著しい近畿圏とアジアとのつながりが深い（図表 2-1-4）。 

海上物流の状況をみると、近畿圏の海上出入貨物量は 4.8 億トン前後で推移しており、

全国に占める割合は 17％程度になっている（図表 2-1-5）。 
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資料：「外資系企業総覧」（（株）東洋経済新報社）を基に国土交通省都市局作成 
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図表2-1-1 近畿圏のＧＤＰと対全国シェア 

図表2-1-2 近畿圏の外資系企業所在数の推移 

図表2-1-3 外国人留学生数と外国人留学生の日本企業等への就職状況の推移 

注：ここでいう「留学生」とは、「出入国管理及び難民認定法」 
別表第１に定める「留学」の在留資格により、我が国の大 
学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校 

（専門課程）、我が国の大学に入学するための準備教育課程を 
設置する教育施設及び日本語教育機関において教育を受け 
る外国人学生をいう。 

資料：「外国人留学生在籍状況調査」（（独）日本学生支援機構）
を基に国土交通省都市局作成 

 

資料：「留学生の日本企業等への就職状況について」（法務省）
を基に国土交通省都市局作成 

注：近畿圏及び全国のＧＤＰは、対象となる都道府県のＧＤＰを合計して算出している。 
資料：「県民経済計算」（内閣府）を基に国土交通省都市局作成 
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注：ここでいう近畿圏は、大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山 

の２府４県を指す。 
資料：「貿易統計」（大阪税関）を基に国土交通省都市局作成 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「港湾調査（年報）」（国土交通省）を基に国土交通省都市局作

成 

 

（学術・研究等に関する状況） 

 近畿圏では、産学官の連携による「知的対流拠点」の形成が進められており、２府５県

における一定規模・分野に属する研究所の累計立地件数は平成 30 年現在 144 件であり、

全国（883件）の約 16％を占めるなど、研究機関等の集積が進められている(図表 2-1-6)。 

関西文化学術研究都市では、関係省庁、地方公共団体、経済界等が連携を取り、文化・

学術・研究の拠点形成が推進されるとともに、関東の筑波研究学園都市とのナレッジ・リ

ンク1についても検討されている。関西文化学術研究都市の文化学術研究施設数は増加傾

向にあり、平成 30年度には累計で 146施設が立地している（図表 2-1-7）。 

また、近畿圏の大学等における民間企業等との共同研究実績は、平成 29 年度に 6,062

件と 7年間で約 80％の伸びを見せている（図表 2-1-8）。 

 

  

                                                   
1 ナレッジ・リンク：関西文化学術研究都市、筑波研究学園都市等の知の創発拠点をつなぎ、人・モノ・情報の高密度な連携を促進すること 
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図表2-1-4 
近畿圏の貿易額とアジアに対する貿
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近畿圏の政策区域 

図表2-1-5 
近畿圏の海上出入貨物量の推移 
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注１：本統計における圏域は以下のとおり。 

首都圏：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 

神奈川県、山梨県（１都７県） 
近畿圏：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 
和歌山県（２府５県） 

中部圏：長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県（５県） 
注２：調査対象は、製造業、電気業、ガス業、熱供給業に係る分野の

研究所を建設する目的をもって、1,000㎡以上の用地（埋立予

定地も含む）取得（借地含む）されたもの 
資料：「工場立地動向調査」（経済産業省）を基に国土交通省都市局 

作成 

 

 

 
注１：関西文化学術研究都市とは、関西文化学術研究都市建設促

進法（昭和62年法律第72号）に基づき、①文化・学術・
研究の新たな展開の拠点づくり②我が国及び世界の文化・

学術・研究の発展及び国民経済の発展への寄与③未来を拓
く知の創造都市の形成を理念とし、我が国及び世界の文化
等の発展並びに国民経済の発達に資することを目的とし

て、京都・大阪・奈良の3府県にまたがる京阪奈丘陵にお
いて建設されている広域都市である。 

注２：文化学術研究施設とは、文化の発展、学術の振興、研究 

開発を目的とする施設である。 
資料：国土交通省都市局作成 

 

 

 
注：（カッコ）は対前年度増減数を表す。 
資料：「大学等における産学連携等実施状況について」（文部科学省）を基に国土交通省都市局作成 
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図表2-1-6 研究所の累計立地件数 
図表2-1-7 

関西文化学術研究都市における文

化学術研究施設の立地状況 

図表2-1-8 近畿圏に本部を置く大学等における民間企業等との共同研究実績 
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（産業に関する状況） 

近畿圏における平成 30 年の一年間における工場の新規立地件数は 211 件であり、もの

づくり産業基盤の集積が進んでいる（図表 2-1-9）。 

新たな成長エンジンとなることが期待される健康・医療産業の状況をみると、近畿圏の

医薬品生産額は、全国で約２割のシェアを占め、底堅く推移している（図表 2-1-10）。 

また、近畿圏では近年訪日外国人の増加により飲食や宿泊業が活況になったことや金 

融機関による創業支援の拡充を背景に有雇用事業所の開業率が増加傾向にあるほか（図

表2-1-11）、大学発のベンチャー企業数が増加傾向にある（H28年度 397社→H30年度 

443社）など、成長エンジンとなる企業の創出が進みつつある（図表2-1-12）。 

 

 

 
注：電気業のための事業場を除く。 

資料：「工場立地動向調査」（経済産業省）を基に国土交通省都市局作成 

 

 

 

 

資料：「薬事工業生産動態統計調査」（厚生労働省）を基に国土交通省都市局作成 
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図表2-1-9 工場の立地件数 

図表2-1-10 医薬品生産額の推移 
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注：開業率＝当該年度に雇用関係が新規に成立した事業所数/前年 

度末の適用事業所数（各年月報の適用事業所数の和を月数
（12）で除した数）×100 

資料：「雇用保険事業月報」（厚生労働省）より国土交通省都市局 
作成 

 

 
 

 

 
資料：経済産業省ウェブサイト資料「平成30年度産業技術調査事業

（大学発ベンチャー実態調査）報告書」（株式会社価値総合

研究所）を基に国土交通省都市局作成
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図表2-1-11 
有雇用事業所における開業率の 

推移 
図表2-1-12 

近畿圏の大学発ベンチャーの地域

別企業数の推移 
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（国際交流の状況） 

近年、関西国際空港における外国人入国者数は、全国の空港の約４分の１を占めてい

る。平成30年は765万人となり、昨年から49万人増え、過去最高を更新している（図表2-

1-13）。 

 

 

 

資料：「出入国管理統計」(法務省) を基に国土交通省都市局作成 
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図表2-1-13 関西国際空港における外国人入国者数・日本人出国者数の状況 



                                        

11 

 

（トピックス） 

○京都舞鶴港 舞鶴国際ふ頭機の能強化 

 

関西圏における日本海側拠点港に位置づけられている京都舞鶴港において、東アジア諸

国の経済成長を戦略的に取り込むため、近畿地方整備局及び京都府により平成 25 年度か

ら舞鶴国際ふ頭の機能強化事業が進められ、平成 30年３月に岸壁（水深 14ｍ）の共用を

開始した。 

岸壁の共用開始により、コンテナ船やバルク船（ばら積み貨物船）等の２隻同時着岸が

可能となった。ふ頭用地、臨港道路の整備等を進めることにより、物流機能の強化が期待

される。

完成記念式典                       舞鶴国際ふ頭 

   

資料：国土交通省                 資料：京都府 

 

○神戸医療産業都市 構想から 20周年 

 

神戸医療産業都市が 1998 年の構想立ち上げか

ら 20周年を迎え、平成 30年 10月 19日に「神戸

医療産業都市 20周年記念式典・シンポジウム」が

開催され、神戸や世界の最先端の創薬研究に関す

る講演や、神戸医療産業都市の展望についてのパ

ネルディスカッション等が行われた。 

神戸医療産業都市は、阪神・淡路大震災の「創

造的復興事業」として、ポートアイランドを拠点

に、医療関連産業の集積による「雇用の確保と神戸経済の活発化」、新たな医療サービス・

先端医療技術の提供による「市民福祉の向上」、「アジア諸国をはじめとした国際貢献」を

目的に、神戸市により推進されている。構想開始から 20年が経過し、約 350（2019年３月

時点）の先端医療の研究機関、高度専門病院群、企業や大学が集積している。 

近年では、iPS 細胞を使用した世界初の移植手術が実施されたほか、スーパーコンピュ

ータ「京」の性能を大幅に上回るポスト「京」の開発も行われているなど、国際的にも注

目度の高い取り組みが次々と進められている。 

平成 30 年４月には、同都市に進出している拠点間の連携などを加速する新組織「神戸

医療産業都市推進機構」が発足し、さらなる産学連携や国際展開の推進が期待される。 

  神戸医療産業都市航空写真 

 

資料：神戸医療産業都市 
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２．日本の歴史・伝統文化が集積し、世界を魅了し続ける圏域 

 

（目指す姿） 

○長い歴史とそれに培われた伝統文化を有し、多くの個性的な地域と豊かな自然等、歴史・

文化資産や豊富な地域資源を次世代に継承する圏域。 

○各地で創造・継承・蓄積されてきた歴史・文化資産をいかした個性あふれる地域づくりに

より、世界の人々を惹きつけてやまない圏域。 

○訪れる全ての方々が至るところで、快適に過ごし、その地域の魅力を存分に味わうことが

できる圏域。 

○世界に誇る歴史・文化の資産と豊かな自然環境、さらには現代の地域の魅力を基にして、

国際的な文化交流の中心として、また、日本を訪れる外国人旅行者を惹きつけてやまない

千客万来の観光圏域。 

   

（歴史・文化資源に関する状況） 

  近畿圏は、文化財等の歴史的資源を数多く有しており、平成 31 年４月１日時点の国指

定等文化財の件数は 10,358件で、全国の約 35％を占めている（図表 2-2-1）。 

  また、文化庁では、地域に点在する遺産を面として発信することを目的として、地域の

歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産」として認

定する取組が進められており、平成 31年３月末時点で近畿圏からは『「百世の安堵」 〜

津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産〜』など 19件が登録されている（全国では 67

件登録）（図表 2-2-2）。 

 

 

 
注：各年４月１日時点 

資料：「文化財指定等の件数」（文化庁）を基に国土交通省都市局作成 
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図表2-2-1 国指定等文化財の件数 
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資料：文化庁ウェブサイトを基に国土交通省都市局作成 

認定日 都道府県 申請者（◎は代表自治体） ストーリーのタイトル

福井県
◎福井県
（小浜市，若狭町）

海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群　～御食国（みけつくに）若狭と鯖街道～

三重県 明和町 祈る皇女斎王のみやこ　斎宮

滋賀県

◎滋賀県
（大津市，彦根市，近江
八幡市，高島市，東近江
市，米原市，長浜市）

琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産

京都府

◎京都府
（宇治市，城陽市，八幡
市，京田辺市，木津川
市，久御山町，井手町，
宇治田原町，笠置町，和
束町，精華町，南山城
村）

日本茶800年の歴史散歩

兵庫県 篠山市 丹波篠山　デカンショ節　-民謡に乗せて歌い継ぐふるさとの記憶

奈良県
◎明日香村・橿原市・高
取町

「日本国創成のとき―飛鳥を翔（かけ）た女性たち―」

兵庫県
◎淡路市・洲本市・南あ
わじ市

『古事記』の冒頭を飾る「国生みの島・淡路」～古代国家を支えた海人の営み～

奈良県

◎吉野町・下市町・黒滝
村・天川村・下北山村・
上北山村・川上村・東吉
野村

森に育まれ，森を育んだ人々の暮らしとこころ～美林連なる造林発祥の地“吉野”～

和歌山県
◎和歌山県
（新宮市，那智勝浦町，
太地町，串本町）

鯨とともに生きる

広島県・神奈川
県・長崎県・京都
府

◎呉市（広島県）・横須
賀市（神奈川県）・佐世
保市（長崎県）・舞鶴市
（京都府）

鎮守府　横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～

平成29年４月28日

北海道・青森県・
秋田県・山形県・
新潟県・富山県・
石川県・福井県・
京都府・大阪府・
兵庫県・鳥取県・
島根県・岡山県・
広島県

北海道（函館市，松前
町，小樽市，石狩市）・
青森県（鰺ヶ沢町，深浦
町，野辺地町）・秋田県
（秋田市，にかほ市，男
鹿市，能代市，由利本荘
市）・山形県（◎酒田
市）・新潟県（新潟市，
長岡市，佐渡市，上越
市）・富山県（富山市，
高岡市）・石川県（加賀
市，輪島市，小松市）・
福井県（敦賀市，南越前
町，坂井市，小浜市）・
京都府（宮津市）・大阪
府（大阪市）・兵庫県
（神戸市，高砂市，新温
泉町，赤穂市，洲本
市）・鳥取県（鳥取
市）・島根県（浜田
市）・岡山県（倉敷
市）・広島県（尾道市，
呉市）

荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間　～北前船寄港地・船主集落～

平成29年４月28日 滋賀県・三重県
◎甲賀市（滋賀県）・伊
賀市（三重県）

忍びの里　伊賀・甲賀─リアル忍者を求めて─

平成29年4月28日
◎京都府（宮津
市，京丹後市，与
謝野町，伊根町）

◎京都府（宮津市，京丹
後市，与謝野町，伊根
町）

300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊

平成29年4月28日 大阪府・奈良県

◎大阪府（大阪市，堺
市，松原市，羽曳野市，
太子町），奈良県（葛城
市，大和高田市，橿原
市，桜井市，明日香村）

1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国道」～竹内街道・横大路（大道）～

平成29年4月28日 兵庫県
◎朝来市・姫路市・福崎
町・市川町・神河町・養
父市

播但貫く，銀の馬車道　鉱石の道～資源大国日本の記憶をたどる73kmの轍～

平成29年4月28日 和歌山県
◎和歌山県（和歌山市，
海南市）

絶景の宝庫　和歌の浦

平成29年4月28日 和歌山県 湯浅町 「最初の一滴」醤油醸造の発祥の地　紀州湯浅

平成29年4月28日
岡山県・福井県・
愛知県・滋賀県・
兵庫県

◎備前市（岡山県）・越
前町（福井県）・瀬戸
市・常滑市（愛知県）・
甲賀市（滋賀県）・篠山
市（兵庫県）

きっと恋する六古窯　─日本生まれ日本育ちのやきもの産地─

平成30年5月24日 和歌山県 広川町 「百世の安堵」　〜津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産〜

平成28年４月25日

平成27年４月24日

図表2-2-2 近畿圏における日本遺産の認定状況（平成31年３月末時点） 
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（広域・国際的な観光・交流に関する状況） 

近畿圏では、「関西広域観光戦略」により官民一体によるインバウンドの取込みが進め

られている。関西国際空港におけるＬＣＣ2の増便等を背景に、観光レジャー目的の外国人

訪問者数が、近畿圏の２府６県全てで増加傾向であり、特に大阪府と京都府の増加が顕著

である（図表 2-2-3）。これに伴い、近畿圏の延べ宿泊者数も増加傾向にあり、全国シェア

も拡大するなか、平成 30 年は約 8,500 万人と過去最高になり、特に外国人宿泊者数は、

東アジア諸国を中心に伸び、10年間で約6.0倍に増加した（H21年 341万人→H30年 2,076

万人）（図表 2-2-4）。また、近畿圏における消費免税店の数は、平成 31年４月１日時点で

平成 27 年と比較して約 2.4 倍になるなど訪日外国人旅行者に対するおもてなしの体制が

強化されている（H27年 4,340店舗→H30年 10,212店舗）（図表 2-2-5）。 

ＭＩＣＥ3の振興はブランドイメージや格の向上、地域間交流の活発化、高い経済波及効

果等、多面的に都市に活力を与えることから、近畿圏でもＭＩＣＥの受入環境の整備が図

られている。京都市、神戸市を中心に国際会議の開催誘致活動が積極的に進められており、

平成 21年と比較すると約２倍となり、増加基調にある（H21年 486件→H30年 1,113件）

（図表 2-2-6）。 

 

 

 

          （再掲） 

 
注：「地域別の訪日外客数＝地域別の訪問率×訪日外客数」により推計 
資料：RESAS(観光庁「訪日外国人消費動向調査」、日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」）を基に国土交通省都市局作成 

                                                   
2 LCC：Low Cost Carrierの頭文字を取った略称であり、低コストかつ高頻度の運航を行うことで、低運賃の空港サービスを実現する新たな

ビジネスモデルを採用した航空会社。 

3 ＭＩＣＥ：Meeting（会議・研究・セミナー）、Incentive tour（報奨・招待旅行）、Convention又はConference（大学・学会・国際会

議）、Exhibition（展示会）の頭文字をとった造語で、企業などの会議やセミナー、報償・研究旅行、国際会議や総会・学会、展示会・見本

市・イベントなど、ビジネスとかかわりがあり多数の人の移動を伴う観光、旅行の観点から着目した行事の総称 
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図表2-2-3 「観光レジャー目的」の外国人訪問者数の推移 
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注：調査対象は従業員数10人以上の宿泊施設 
資料：「宿泊旅行統計調査」（観光庁）を基に国土交通省都市局作成 

 

 

 
注：各年4月1日時点 
資料：観光庁ウェブサイト資料を基に国土交通省都市局作成 

 

 

 

 

 

注 ：国際会議の選定基準を基に集計（国際機関・国際団体又は国
家機関・国内団体が主催する会議で、参加者総数が５０名以
上、参加国が日本を含む３カ国以上で、開催期間が１日以上

のもの） 
資料：「国際会議統計」（日本政府観光局）を基に国土交通省都市局

作成 
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図表2-2-4 宿泊者数と出発国別の外国人宿泊者数の推移 

図表2-2-5 消費免税店舗の推移 図表2-2-6 国際会議の件数の状況 

消費免税店舗数の推移 
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（トピックス） 

○安満遺跡公園が一次オープン

 

平成 31年３月 23日に大阪府高槻市に位置する安満遺跡公園が一次オープンした。 

本公園は、京都大学附属農場移転に伴い、その跡地を含めた一帯に広がる弥生時代の

歴史資産である「安満遺跡」を保存・活用し、防災機能を備えた緑豊かな公園として、高

槻市により整備されている。 

「安満遺跡」は、約 2,500年前の弥生時代の環濠集落跡を含む、約 72ヘクタールに及

ぶ集落遺跡であり、住居を建て環濠をめぐらせた居住域、水田を営んだ生産域、墓域の

３つの要素で構成され、弥生時代の暮らしぶりを知ることができる極めて重要な遺跡で

あり、中心部の約 13ヘクタールが国の史跡に指定されている。 

今回一次開園したのは、全整備面積約 22ヘクタールのうち、公園事務所及び全天候型

の子どもの遊び施設から成るパークセンター、カフェレストラン、耐震性貯水槽等が存

する西エリアの約４ヘクタールである。他のエリアでは、遺跡の保存や住居域等の３要

素の表現に加え、残された旧京都大学附属農場の建物群をリノベーションした歴史拠点

施設の整備や民間店舗の出店等が進められており、令和３年３月の全面開園を予定して

いる。 

また、本公園では、「市民とともに育てつづける公園」をコンセプトに、公園で活動し

たい市民メンバーの団体「安満人倶楽部」（あまんどくらぶ）が様々な活動に取り組んで

おり、古代米の田植え体験等の歴史学習イベントや、昆虫採集や植物観察の自然体験等、

来園者に楽しんでもらえるイベントやプログラムを企画・実施し、より魅力ある公園づ

くりを目指している。 

一次開園オープニングイベント            安満人倶楽部の活動（田植えイベント） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大阪府高槻市 
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○なら歴史芸術文化村 起工式が開催

 

平成 30年７月 11日に、奈良県天理市において、なら歴史芸術文化村（以下「文化村」

という。）の建設工事起工式が開催された。 

文化村は、奈良が世界に誇る歴史文化資源にふれ、また、質の高い文化芸術イベント

を体験できる歴史芸術文化活動の拠点として、奈良県が整備を進めており、令和４年３

月の開村を目指す。 

文化村の中で中核となる施設としては、文化財修復・展示棟の整備が計画されている。

文化財修復・展示棟には県文化財保存事務所と天理市文化財課が入居するとともに、文

化財の保存・修復に係る団体等を誘致し、文化財の修復現場の公開・解説や、触れる仏

像等のレプリカの展示などによって、県民や来訪者が世界に誇る奈良の歴史文化にふれ

る機会を提供し、郷土教育や生涯学習の推進を図ることとしている。 

また、国内外の技術者等が文化財の保存・修復に必要な技術を学ぶための実習を行う

など、伝統技術の継承や後継者の育成を図ることとしている。 

文化村は平成 31 年に重点「道の駅」として選定した施設であり、観光・産業振興、 

まちの賑わいづくりなど政策間連携を図ることによる地域の魅力向上、地域活性化が期

待される。 

 

 

 建設工事 起工式                      イメージパース 

 

 

 

 

 

 

 

資料：奈良県 
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３．快適で豊かな生き生きと暮らせる圏域 

 

（目指す姿） 

○京阪神都市圏においても、地方都市においても、個性豊かな都市がそれぞれネットワーク

で結ばれ、多核的な構造を形成する圏域。 

○本格的な人口減少社会の到来に対応して、各都市に応じた「コンパクト」化と「ネットワ

ーク」づくりを進め、活力と個性あふれ、安心して子どもを産み育てることができる圏域。 

○都市圏と自然豊かな農山漁村との近接性をいかし、「二地域居住」や「二地域生活・就労」

等の多様な生活様式が選択できる圏域。 

○地域の伝統文化をいかし、地方都市や「小さな拠点」が連携して、地域の雇用・暮らしが

創出され、持続的に生き生きとした生活を営むことができる圏域。 

○どこに住んでも、教育、医療、福祉等の基本的な生活サービスを享受でき、安全・安心し

て暮らせ、若い世代や女性、高齢者などの共存・共助により、誰もが社会に参画して活躍

できる圏域。 

 

（都市構造に関する状況） 

京阪神都市圏は、職住が比較的近接した多核的な都市構造を有しており、誰もが快適

に暮らしやすい都市居住の環境整備が進められている。例えば、鉄道混雑率について

は、効率的な鉄軌道網の形成等により、主要区間における通勤・通学等のピーク時の混

雑率が三大都市圏の中で最も低く、鉄道駅のバリアフリー整備状況では、全国平均を上

回っている（図表2-3-1）。また、都市環境の改善や市民の憩いの場の形成に寄与する都

市公園の整備状況をみると、近畿圏の各府県における一人当たりの都市公園の整備面積

は増加している（H19年度 8.1㎡/人→H29年度 9.0㎡/人）（図表2-3-2）。 

大都市近郊の都市においては、鉄道駅周辺の中心部等に都市機能や居住機能を誘導

し、各地域の拠点を再構築するまちづくり施策とともに、公共交通を中心とした接続可

能な都市交通ネットワークの強化を図る「コンパクトプラスネットワーク」が推進され

ている。立地適正化計画について具体的な取組を行っている市町村の割合は、福井県や

滋賀県で高くなっている（図表2-3-3）。 

道路利用者に安全で快適な道路交通環境を提供する道の駅は、中山間地域等のコミュ

ニティ機能の維持が困難な地域では、生活利便、観光等の「小さな拠点」の核としての

活用も期待されており、近畿圏の登録件数が着実に増加している（H27年度末 152駅→

H30年度末 165駅）（図表2-3-4）。 
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三大都市圏における主要区間の平均混雑率の推移 

 
資料：「混雑率データ」（国土交通省鉄道局）を基に国土交通省 

都市局作成 

 

１日当たりの平均利用者数が３千人以上の駅の段差解消率 

（基準に適合している設備により段差が解消されている駅の割合） 

 
資料：「平成30年度末都道府県別の段差解消への対応状況について」

（国土交通省鉄道局）を基に国土交通省都市局作成 

 

 

 
資料：「都市公園データベース」（国土交通省）を基に国土交通省都市局作成 
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注１：母数は都市計画区域を有する市区町村を対象 
注２：「取組を行っている都市」は平成31年３月末時点、「作成・

公表の都市」は平成31年４月末時点で集計 
資料：「立地適正化計画作成の取組状況」、「都市計画現況調査」

（国土交通省都市局）を基に作成 

 

 

 

 
資料：国土交通省道路局、近畿地方整備局、中部地方整備局の資料

を基に国土交通省都市局作成 
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図表2-3-4 道の駅の登録件数の推移 
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（教育・医療・福祉に関する状況） 

 圏域別の大学進学率をみると、近畿圏は高い進学率を維持している(H21年度 58.7％

→H30年度 58.8％)。また、近畿圏出身者が圏内の大学に進学する割合が約８割を占めて

おり、圏域の優秀な学生、研究者等が集い就労する環境整備が図られている（図表 2-3-

5）。 

近畿圏における医療環境については、どこにいても高度医療や緊急医療を迅速に受け

られる体制の構築が進められている。ドクターヘリについては、関西広域連合が主体と

なり、府県域にとらわれない柔軟な運航体制や重複要請時等における相互応援体制の構

築を進めており、近年は出動件数が大幅に増加している(H20年度 448件→H29年度

4,673件)（図表 2-3-6）。 

育児環境については、保育所数が増加するなど保育の受け皿の整備が進んでおり、平

成 31年４月１日時点の待機児童数は前年から減少し、3,074人となった（図表 2-3-7）。 

 

   

 

資料：「学校基本調査」（文部科学省）を基に国土交通省都市局作成 
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図表2-3-5 圏域別大学進学率と近畿圏にある大学への入学者数の状況 
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資料：「ドクターヘリ出動実績」（日本航空医療学会）「季刊誌救急ヘリ病院ネットワークHEM-Netグラフ2017年夏号」（認定NPO法人救急ヘリ

病院ネットワーク）を基に国土交通省都市局作成 

 

 

 

資料：「福祉行政報告例」及び「保育所等関連状況取りまとめ」（厚生労働省）を基に国土交通省都市局作成 
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図表2-3-6 ドクターヘリの出動状況 

図表2-3-7 育児環境の状況 
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（トピックス） 

○新名神高速道路（新四日市 JCT～亀山西 JCT間）が開通 

 平成 31年３月 17日に新名神高速道路（新四日市 JCT～亀山西 JCT）が開通した。これ

により、静岡県（御殿場 JCT）～滋賀県（草津 JCT）間のダブルネットワークが形成され、

東名阪道の渋滞が緩和し、所要時間の大幅な短縮や渋滞中の交通事故の削減が見込まれ

るとともに、移動時間の短縮による観光振興に貢献することも期待される。加えて、災

害や事故時の代替手段としての機能強化が期待される。また、本区間内の菰野 IC、鈴鹿

PA スマート IC の開業に合わせて、これらの施設の周辺で土地区画整理事業の計画を進

めているなど、本区間の開通が周辺地域のまちづくりの促進にもつながっている。 

新名神高速道路（新四日市JCT～亀山西JCT間） 

 

資料：中日本高速道路株式会社HPより引用 

開通区間図

 

○Park-PFI制度による本町公園の再生及び周辺駐車場整備 

和歌山市は、Park-PFI制度を活用し、中

心市街地外縁部に存在する本町公園の整

備と現在休止中である市営本町地下駐車

場の一体的な管理運営を行う事業者の募

集を実施し、平成31年３月に「紀州まちづ

くりグループ」の公募設置等計画を認定し

た。Park-PFI制度は、全国で導入が進んで

いるが、和歌山市内での活用は初めての事

例となる。 

市は、Park-PFI制度により、民間事業者

（「紀州まちづくりグループ」）による飲食店や商店等の収益を活用して、本町公園の一部

である地下駐車場上部の芝生再整備やイベント等を実施することにより、本町公園を魅力的

な公園として再生することとしており、令和２年春に、飲食店のオープンを予定している。 

一方、本町公園周辺では、平成31年春の和歌山信愛大学の開学に続き、その翌年には（仮

称）本町認定こども園及びこども総合支援センターの設置が予定されるなど、駐車場需要が

増加している。市としては、市営本町地下駐車場をはじめとする中心市街地外縁部の駐車場

（フリンジ駐車場）の整備に併せ、中心市街地への自動車流入制限を検討することにより、

まちなかの歩行者中心の空間を創出し、安全性の高い「安心して歩けるまち」づくりを目指

すこととしている。 

本町公園周辺地図 

 

 

資料：和歌山市 
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４．暮らし・産業を守る災害に強い安全・安心圏域 

 

（目指す姿） 

○南海トラフ巨大地震や局地化、集中化、激甚化が進む降雨を始めとした自然の猛威から

人々の生命・財産を守り、圏域の壊滅的な被害を防ぐため、必要とされる防災施設の整備

に積極的に取り組むとともに、国、地方公共団体、経済団体、民間事業者、大学・研究機

関、ＮＰＯ、住民等が連携協力して、防災活動を行うことができる総合的な防災力の高い

圏域。 

○確実に進行し地域社会の安全を脅かすことになる社会資本の老朽化への対策等が着実に

実施され、安全・安心な生活や経済社会活動が営める圏域。 

○首都圏の非常時には、首都圏の有する諸機能のバックアップを担う圏域。 

 

（防災に関する状況） 

 近畿圏では、南海トラフ巨大地震や激甚化する自然の脅威から人々の生命・財産を守る 

ためにハード・ソフト両面から対策が進められている。 

災害時に防災拠点になる公共施設等の耐震化率は、近畿圏の全ての府県で上昇傾向である

（図表 2-4-1）。 

近畿圏の市町村における業務継続計画の策定状況をみると、福井県、大阪府、兵庫県、奈

良県及び和歌山県で 100％を達成している一方で、全国平均を下回る県もある（図表 2-4-2）。 

府県と民間機関等との災害時における応援協定の締結状況は、圏域では増加しており 

（H26年 1,078件→H30年 1,454件）、特に三重県はこの５年間で大きく増加している（H26

年 141団体→H30年 252団体）（図表 2-4-3）。 

地域住民による任意の組織である自主防災組織の活動カバー率は、近畿圏で 90.8％であ

り、全国の 84.1％を上回っている（図表 2-4-4）。 
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資料：平成29年度までは「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進
状況調査結果」（消防庁）、平成30年度は「令和元年度消防

白書」（消防庁）を基に国土交通省都市局作成 

 

 

 

 

 
注：全国は1,741市区町村に対する割合 
資料：「地方公共団体における業務継続計画策定状況の調査結果」

（消防庁）を基に国土交通省都市局作成

 

注：各年４月１日時点 
資料：「地方防災行政の現況」（消防庁）を基に国土交通省都市局作

成 

  

 

 

 

 

 
注：活動カバー率とは、各府県の全世帯数に対する自主防災組織の

活動範囲に含まれる地域の世帯数の割合 

資料：「令和元年年版消防白書」（消防庁）を基に国土交通省都市局
作成
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図表2-4-1 
災害時に防災拠点になる公共施設等

の耐震化の状況（各年度末） 

 

図表2-4-2 
近畿圏の市町村における業務継続計

画の策定状況（令和元年６月１日時点） 

図表2-4-3 
府県と民間機関等との災害時におけ

る応援協定の締結状況 

 

図表2-4-4 
近畿圏の自主防災組織の活動カバー

率(平成31年４月１日時点) 
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（インフラ老朽化対策に関する状況） 

我が国の社会資本ストックは、高度経済成長期に集中的に整備され、建設後既に 30 年～

50 年の期間を経過しており、今後老朽化したストックの割合が急速に高まることから、戦

略的な維持管理・更新を進めていく必要がある。橋梁について、地方自治体（都道府県・政

令市等及び市町村）が平成 26～30 年度に点検を実施し、健全と判断されたものの割合は近

畿圏の半数の府県で全国平均を上回っているが、措置を講ずべき状態のものも残されている

（図表 2-4-5）。 

 

 

 
資料：「平成30年度道路メンテナンス年報データ集（集計表）」（国土交通省道路局）を基に国土交通省都市局作成 

 

（中枢機能に関する状況） 

近畿圏は、都市機能、人材、情報等が集積され、我が国の成長エンジンとなる圏域を目指

しており、近畿圏に本社所在地がある企業数は、平成 26年７月１日時点で約 6.7万社あり、

全国の約２割を占めるなど、首都圏の非常災害時にはバックアップとしての役割も期待され

る（図表 2-4-6）。 

 

 
注１：(カッコ)は各圏域の全国シェアを表す。 
注２：本所（本社・本店）は、他の場所に同一経営の支所（支社・支店）があって、それらの全てを統括している事業所をいう。本所の各部

門が幾つかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がいる事業所を本所とし、他は支所としている。 

資料：「平成26年経済センサス‐基礎調査」（総務省）を基に国土交通省都市局作成 

 

区分 状態
Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。
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図表2-4-5 平成26～30年度橋梁点検結果（地方自治体等管理分・平成31年３月末時点） 

図表2-4-6 本所所在地別の企業数 
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（トピックス） 

○「大規模津波防災総合訓練」を三重県で初開催 

大規模津波の被害軽減を目指すとともに、津波に対する知識の普及・啓発を図るため、

「津波防災の日」、「世界津波の日」に合わせ、平成 30年 11月３日に、大規模津波防災総

合訓練（主催：国土交通省、三重県、四日市市、鳥羽市及び四日市港管理組合）が実施さ

れた。大規模津波防災総合訓練は、平成 16年 12月に発生したスマトラ島沖大地震を契機

に始まり、13回目の今回は、三重県で初めて開催され、三重県四日市市を会場に 123の機

関が参加した。 

今回の訓練では、南海トラフ巨大地震を想定し、海上保安庁等が行う救助・救出と連携

した、TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）による道路啓開・航路啓開・緊急排水活動の訓練、

石油コンビナート火災消火訓練などの関係機関が連携・協力した訓練、地域住民や外国人

留学生等が参加する避難訓練などが実施された。これらの訓練を通じて、地震・津波に対

する備えの強化や津波防災に対する国際的な普及・啓発に資するものと考える。 

 

  

      

 
             

○大阪府が「事業所における『一斉帰宅の抑制』対策ガイドライン」を改正 

平成 30年９月に、大阪府は「事業所における

『一斉帰宅の抑制』対策ガイドライン」の改正

を行った。 

府は、大規模地震発生時に帰宅困難となる企

業の従業員等の安全確保を図るとともに、一斉

帰宅による街中の混乱を回避するため、企業が

従業員を施設内に待機させる計画等の策定に参

考となる手順を示した、「事業所における『一斉

帰宅の抑制』対策ガイドライン」を平成 27年に

策定していた。しかし、平成 30年６月 18日に

発生した大阪府北部を震源とする地震では、当該地震がガイドラインで想定していた就業時

間帯ではなく出勤時間帯に発生したことから、従業員を自宅待機させる企業があった一方、

出社か自宅待機を従業員の判断に任せたり社内ルールの周知が不十分で混乱が生じた等、企

業等により統一的な対応が取られないという事態が生じた。府はこれを教訓に、南海トラフ

地震に備えた強化策を検討するために設置した「南海トラフ地震対応強化策検討委員会」に

おいて検討を重ね、出勤時間帯、就業時間帯、帰宅時間帯の３つの発災時間帯別に、企業等

が取るべき行動の基本ルールをガイドラインに追加した。 

今回の地震の発災時間帯別にルールを定めた本ガイドラインの改正により、大阪府域にお

ける帰宅困難者対策の推進が期待されるところである。  

出勤時間帯など発災時間帯別に事業所がとるべき行動 

 

 

資料：大阪府 

参加関係機関、企業、地域住民の方  々

 

 

訓練会場を視察する石井大臣（当時） 

 

資料：国土交通省 

 

資料：三重県 

 

訓練状況 
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５．人と自然が共生する持続可能な世界的環境先進圏域 

 

（目指す姿） 

○豊かな自然環境の保全・再生、景観を含む都市環境の改善・保全、地球温暖化防止等の環

境対策に圏域全体で取り組む環境先進圏域として、世界に貢献する圏域。 

○健全な水循環の維持又は回復、水文化の継承、多様な生態系の保全・再生に向け、流域を

一体的にとらえて環境再生等に取り組む圏域。 

○地域特性や循環資源の性質等に応じて最適な規模の循環を形成し、循環型社会を実現する

圏域。 

 

（自然環境等の状況） 

  近畿圏では、豊かな自然環境の保全・再生が進められており、各府県における国立公園・  

国定公園・府県立自然公園を合わせた自然公園の面積は、伊勢志摩国立公園や吉野熊野国

立公園のある三重県や山陰海岸国立公園のある兵庫県、琵琶湖国定公園のある滋賀県で大

きい（図表 2-5-1）。 

 近畿圏における地球温暖化対策について、温室効果ガスの排出量（特定事業）は、２年

連続で減少しているが、全国に占める近畿圏のシェアはほぼ横ばいであり、引き続きモー

ダルシフトの促進などの交通対策や都市緑化の推進などの温室効果ガスの吸収源対策に

取り組むことが重要である（図表 2-5-2）。 

  また、再生可能エネルギーの導入が拡大しており、近畿圏の固定価格買取制度における

再生可能エネルギー発電施設の認定容量は、平成 30年３月末時点で 13,543千 kW に達し

ている。また、全国に占める近畿圏のシェアも増加している。（図表 2-5-3）。 

 

資料：環境省ウェブサイト資料を基に国土交通省都市局作成 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排

出量算定・報告・公表制度による温室効果ガス排出量の集計結果」
（環境省・経済産業省）を基に国土交通省都市局作成 
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図表2-5-1 
近畿圏の府県別自然公園の面積 

（平成31年３月末時点） 
図表2-5-2 

近畿圏の温室効果ガス（特定事業）

排出量 

 

 

62 

208 

150 
95 

20 

166 

63 50 

14.8 

36.1 37.3 

20.5 

10.5 

19.8 
17.2 

10.5 

0

10

20

30

40

50

0

50

100

150

200

250

福
井
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

（%）（千ha）

自然公園面積 府県面積に対する割合（右目盛）



                                        

29 

 

 

 
注１：認定容量は新規認定分と移行認定分の合計値 
注２：平成29年４月１日の改正FIT法施行に伴い、旧制度下でのFIT認定については、原則として平成29年３月31日までに電力会社との接

続契約を締結する必要があり、期限までに未締結の場合は認定が失効することとなっている。ただし、経過措置として平成28年７月１

日～平成29年３月31日の間の新規認定案件については、認定日の翌日から９ヶ月以内に電力会社との接続契約を締結する必要があり、
期限までに未締結の場合には認定が失効することとなっている。平成 30 年度末の認定状況については、平成 29 年度末までの失効分及
び経過措置による平成29年４月以降の失効分（10kW未満太陽光を除く）が反映されている。また、 平成30年９月末時点以降の認定状

況については、平成29年３月末時点までの失効分及び経過措置による平成29年４月以降の失効分（10kW未満太陽光を含み、平成31年
１月時点で確認できているもの）を反映している。資料：「固定価格買取制度情報公表用ウェブサイト」（資源エネルギー庁）を基に国土
交通省都市局作成 
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図表2-5-3 近畿圏の再生可能エネルギー発電設備の認定容量（各年度末時点） 
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（琵琶湖の保全・再生に関する状況） 

近畿圏の約 1,450 万人の水利用を支える琵琶湖では、北湖・南湖ともに平成 25 年度を

境にＣＯＤ（化学的酸素要求量）4が低下し、水質の改善がみられるが、近年は、横ばい傾

向であり、環境基準（１mg/L）は未達成である（図表 2-5-4）。また、アオコ5が依然として

発生していることに加え、水草の大量繁茂及び外来動植物の増加等の新たな課題も発生し

ており、引き続き琵琶湖の総合的な保全に取り組んでいく必要がある。 

 

 

  
資料：「滋賀県環境白書」、滋賀県環境審議会水・土壌・大気部会資料（滋賀県）より国土交通省都市局作成 

 

（循環型社会の形成に関する状況） 

近畿圏では、関西広域連合の構成府県市による統一の取組として廃棄物の発生抑制に関

する啓発を行うなど、循環型社会の形成に向けた取組が進められている。一日一人当たり

のごみの排出量は減少しており（H24 990g→H29 921g）、リサイクル率は上昇傾向である

（H24 15.6％→H29 16.2％）（図表 2-5-5）。 

 

 

  

                                                   
4 COD（化学的酸素要求量）：水中の有機物を酸化剤によって酸化する際に消費された酸化剤の量を酸素に換算した値。湖沼及び海域の水

質汚濁指標の１つ。数値が低い程、水質が良好であることを示す。 

5 アオコ：水中の植物プランクトンが大量に発生し、湖面等が緑色の粉をまいたようになる現象。 
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図表2-5-4 琵琶湖の水質の状況 

図表2-5-5 近畿圏の一日一人当たりのごみの排出量とリサイクル率 

資料：「一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省）を基に国土交通省都市局作成 
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（トピックス） 

○びわ活！をテーマにさまざまな企画やイベントを開催 

滋賀県は、平成 30 年度から、「琵琶湖を守る」、「琵琶湖と暮らす」、「琵琶湖と親しむ」、

といった琵琶湖と関わる様々な取り組みを「びわ活」と呼び、びわ湖の日（７月１日）から

山の日（８月 11日）までを重点期間として、県内企業や大学等とともに、「びわ活」をテー

マに、環境保全や暮らしと湖の関わりの再生に係る活動等の様々な企画やイベントを行って

いる。 

また、県は、琵琶湖に関する知識や体験イベント、環境ボランティア情報等を掲載した「こ

の夏！びわ活！ガイドブック 2018」を作成し、小・中学校の児童・生徒に対して 13.8万部、

取組参加企業・団体等に対して 3.2万部の計 17万部を配布し、小・中学校においては、琵

琶湖を守るためにできることを考える学習等に活用されている。 

 

 

琵琶湖探索ツアーでの地引網漁体験 

 

 

「びわ活」ガイドブック 

 

 

資料：滋賀県 
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Ⅲ 資 料 編 

 

（近畿圏整備に係る参考図） 
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１．道路の整備 

（１）高規格幹線道路 

平成 30 年度末時点 

※事業中区間の IC･JCT 名は仮称 

（１）高規格幹線道路 
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（２）都市高速道路（阪神高速道路） 

平成 30 年度末時点 

※事業中区間の IC･JCT 名は仮称 
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平成 29 年度末時点 

※事業中区間の IC･JCT 名は仮称 

２．鉄道の整備 

（１）新幹線鉄道 

和歌山 

関西線 

阪
和
線 

新神戸 

京都 

建設中区間 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

平成 30 年度末時点 

新三田 

（１）新幹線鉄道 
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（２）在来線鉄道等（大阪周辺） 

平成 30 年度末時点 
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国際戦略港湾・国際拠点港湾 

３．港湾・空港の整備 

 福井空港 

南紀白浜空港 

日高港 

但馬飛行場 

大阪国際空港 

八尾空港 

阪南港 

敦賀港 

東播磨港 

尼崎西宮芦屋港 

四日市港 

津松阪港 

尾鷲港 

平成 30 年度末時点 
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４．住宅・市街地・都市公園の整備 

 

国営明石海峡公園 

淀川河川公園 

千里山 

（住宅市街地総合整備事業） 

大津駅西 

中心市街地第一 

（土地区画整理事業） 

（市街地再開発事業） 

新長田駅南 

平成 30 年度末時点 

 

関西文化学術研究都市 

凡例

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅市街地総合整
備事業

国営公園

関西文化学術研究
都市

大阪 

水と緑の健康都市 

（土地区画整理事業） 

庄内・豊南

町 
（住宅市街地総合整備事業） 

三国東 

（土地区画整理事業） 

（市街地再開発事業） 

駅前電車通り北地区 
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新宮川（熊野川）

伊勢湾西南海岸

ダム事業・水路事業

海岸事業

○○海岸

河川事業

○○川（水系）

凡 例

砂防事業

○○（水系・山系）

地すべり対策事業

●

川上ダム

円山川

由良川

北川

九頭竜川

揖保川

加古川 淀川

大和川

紀の川

宮川櫛田川

雲出川

鈴鹿川

木曽川

東播海岸

大戸川ダム

天ヶ瀬ダム再開発

足羽川ダム

六甲山系
淀川水系

亀の瀬地区

九頭竜川水系

福井港海岸

津松阪港海岸

和歌山下津港海岸

紀伊山系

※丹生ダム（滋賀県長浜市）については、平成28年7月、中止の対応方針を決定しているが、
事業の廃止に伴い必要となる工事を実施中。

５．河川・海岸等の整備 

 

平成 30 年度末時点 


